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(57)【要約】
【課題】車両の前輪及び後輪を共に９０度横向けに転舵
させなくとも車両を進行方向に対して横方向に並進移動
させることができる技術を提供する。
【解決手段】前輪１００ａ，ｂと後輪１００ｃ，ｄとを
それぞれ独立に転舵可能なステアリング駆動装置１２ａ
，ｂ，ｃ，ｄにより、前輪１００ａ，ｂと後輪１００ｃ
，ｄとを互いに逆相側に任意の角度で転舵させ、前輪１
００ａ，ｂと後輪１００ｃ，ｄとをそれぞれ独立に駆動
可能な回転アクチュエータ１４ａ，ｂ，ｃ，ｄにより、
前輪１００ａ，ｂと後輪１００ｃ，ｄとを互いに逆相側
に任意の回転トルクで回転させることで、車両の直進方
向に対して走行面に沿って垂直な方向へ車両を並進移動
させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の直進方向を基準とする車両の前側にある前輪及び後側にある後輪をそれぞれ独立
に転舵可能な転舵手段と、
　前記前輪と前記後輪とをそれぞれ独立に駆動可能な車輪駆動手段と、
　前記転舵手段を制御して前記前輪と前記後輪とを互いに逆相側に転舵角９０度未満の任
意の転舵角で転舵させ、かつ前記車輪駆動手段を制御して前記前輪と前記後輪とを互いに
逆相側に任意の回転トルクで回転させることで、車両の直進方向に対して走行面に沿って
垂直な方向へ車両を並進移動させる並進移動制御手段とを備えること
　を特徴とする車両の並進移動装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両の並進移動装置において、
　前記並進移動制御手段の制御による並進移動中の車両の移動方向を検知する移動検知手
段を更に備え、
　前記並進移動制御手段は、前記移動検知手段により検知された移動方向に基づき、この
移動方向を目的の方向へ修正するように前記前輪及び前記後輪の転舵角と回転トルクとを
調節すること
　を特徴とする車両の並進移動装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の車両の並進移動装置において、
　運転者の操作により並進移動をする方向及び速度を指示するための操作手段を更に備え
、
　前記並進移動制御手段は、前記操作手段を介して指示された並進移動の移動方向及び速
度に応じて転舵角及び回転トルクを制御することで、前記操作手段を介して指示された移
動方向及び速度に沿った並進移動を行うこと
　を特徴とする車両の並進移動装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の車両の並進移動装置において、
　前記操作手段は、車両の直進方向に対して走行面に沿って斜めに並進移動させるための
指示を入力可能に構成されており、
　前記並進移動制御手段は、前記操作手段を介して指示された斜めの移動方向に応じて転
舵角及び回転トルクを制御することで、前記操作手段を介して指示された斜めの移動方向
に沿った並進移動を行うこと
　を特徴とする車両の並進移動装置。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４に記載の車両の並進移動装置において、
　前記操作手段と前記並進移動制御手段とは、互いに無線通信可能に構成されており、
　前記操作手段は、前記無線通信を介して車両の外部から操作可能に構成されていること
　を特徴とする車両の並進移動装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５の何れか１項に記載の車両の並進移動装置において、
　運転者からの操作入力に基づき、通常の直進走行及び旋回走行を行う通常走行モードと
、前記並進移動制御手段の制御による並進移動を行う並進移動モードとを切り替えるモー
ド切替手段を更に備えること
　を特徴とする車両の並進移動装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６の何れか１項に記載の車両の並進移動装置において、
　車両周辺の障害物の位置を検知する障害物検知手段を更に備え、
　前記並進移動制御手段は、並進移動中に前記障害物検知手段により検知された障害物と
自車両とが所定の位置関係になった場合、並進移動を停止すること
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　を特徴とする車両の並進移動装置。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項６の何れか１項に記載の車両の並進移動装置において、
　車両周辺の障害物の位置を検知する障害物検知手段と、
　運転者に対して情報を報知する報知手段とを更に備え、
　前記並進移動制御手段は、並進移動中に前記障害物検知手段により検知された障害物と
自車両とが所定の位置関係になった場合、その旨を前記報知手段を介して運転者に対して
報知すること
　を特徴とする車両の並進移動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　車輪を転舵・駆動させることにより車両の走行制御を行うための技術に関し、特に車両
の直進方向に対して走行面に沿って垂直な方向へ車両を並進移動させるための技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車等の車両において、特許文献１，２に記載に開示されているように、車両
の前輪と後輪とをそれぞれ独立に転舵させることで良好な走行状態を実現する技術が案出
されている。このような技術によれば、状況に応じて前輪及び後輪の転舵を制御すること
で小回り性能を向上し、車両を所望の位置に容易に移動させることができる。
【特許文献１】特開２０００－１０８９２０号公報
【特許文献２】特開２００６－１８２１６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前輪と後輪とをそれぞれ独立に転舵して小回り性能を向上したとしても
、車両が直進運動あるいは旋回運動を行うことには変わりなく、車両を直進方向に対して
真横へ並進運動によって移動する（以下、並進移動と称する）といった特殊な動作はでき
ない。したがって、例えば縦列駐車を行う場合において、もし車両が横方向に並進移動が
可能であれば簡単に済むはずのものが、現状では前進・後進の切り替えや、車輪の切り返
し・切り戻しといった複雑な操作が必要であり、運転者への負担が大きい。そこで、直進
及び旋回といった通常の挙動の他に、直進方向に対して横方向へ並進移動するといった特
殊な挙動が可能となれば、車両を所望の位置へ簡単に移動させることができ、運転者の運
転負担をより軽減できると考えられる。
【０００４】
　車両を直進方向に対して真横に並進移動させるためには、単純に前輪及び後輪をそれぞ
れ９０度横向けた上で、前輪及び後輪をそれぞれ駆動させればよい。しかしながら、車輪
を９０度横向けるには、車輪とタイヤハウスとが干渉しないようにタイヤハウスのスペー
スを通常よりも大きくする必要がある。また、車輪と干渉しないでこれを９０度横向けに
できる転舵機構は非常に複雑な構造となる。よって、このような方法で車両を横方向に並
進移動させるのは現実的ではない。
【０００５】
　本発明は上記問題を鑑みなされており、車両の前輪及び後輪を共に９０度横向けに転舵
させなくとも車両を進行方向に対して横方向に並進移動させることができる技術を提供し
、以って運転者の運転負担を軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１に記載の車両の並進移動装置は、前輪及び
後輪をそれぞれ独立に転舵可能な転舵手段と、前輪と後輪とをそれぞれ独立に駆動可能な



(4) JP 2009-107390 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

車輪駆動手段と、転舵手段を制御して前輪と後輪とを互いに逆相側に転舵角９０度未満の
任意の転舵角で転舵させ、かつ車輪駆動手段を制御して前輪と後輪とを互いに逆相側に任
意の回転トルクで回転させることで、車両の直進方向に対して走行面に沿って垂直な方向
へ車両を並進移動させる並進移動制御手段とを備えることを特徴とする。
【０００７】
　具体的には、例えば車両を直進方向に対して左側へ並進移動させる場合、図３に示すよ
うに、左右前輪を共に右側へある程度（例えば１０度程度）へ転舵させ、左右後輪を共に
左側へある程度（例えば１０度程度）転舵させる。この状態から前輪を後進方向へ、後輪
を前進方向へそれぞれ駆動することで、車両を左方向へ並進移動させることができる。こ
のとき、前輪による後進方向への推進力と後輪による前進方向への推進力とが丁度相殺し
、かつ前輪による横方向（左）への推進力と後輪による横方向（左）への推進力とがつり
合うような転舵角及び回転トルクで車輪を駆動させることで、車体が回転することなく直
進方向に対して左側に垂直に並進移動する。なお、前述とは逆の転舵方向（前輪：左、後
輪：右）及び逆の駆動方向（前輪：前進、後輪：後進）でも、同じく車両を左へ並進移動
させることができる。また、左側へ並進移動する場合と逆方向へ車輪を転舵することで、
右側への並進移動も可能である。なお、このような方法で車両を横方向へ並進移動させる
場合、タイヤの横滑りによるロスが生じるが、低速度による運用であれば支障はない。
【０００８】
　例えば、車両の重心が車体の中心に位置し、かつ前輪と後輪の接地力が同一であると想
定した場合、車体が回転することなく直進方向に対して垂直方向に並進移動するのに好適
な条件としては、前輪と後輪とを互いに逆相側に同一の転舵角で転舵し、かつ前輪と後輪
とを互いに逆相側に同一の回転トルクで駆動することが挙げられる。また、前輪と後輪と
をそれぞれ異なる転舵角で転舵する場合は、この転舵角の差による前後及び横方向の推進
力の差を相殺するように前輪と後輪とで回転トルクを調整することで、直進方向に対して
垂直方向に並進移動させることができる。
【０００９】
　なお、車両によって重心の位置や前輪と後輪との接地力が異なるため、車体が回転する
ことなく直進方向に対して垂直方向に並進移動するのに好適な条件は車両によって異なる
と考えられる。よって、車両の種類ごとに並進移動に好適な転舵角及び回転トルクの値を
試験等によって予め求めておき、これを本発明の並進移動装置に登録しておけばよい。そ
して、この登録された転舵角及び回転トルクの値に従って並進移動制御手段が走行制御を
実施するように構成すればよい。
【００１０】
　このように構成された車両の並進移動装置によれば、車輪を９０度横方向に転舵しなく
ても車両を直進方向に対して横方向へ垂直に並進移動させることができる。よって、車輪
を９０度横方向に転舵できない通常の転舵機構しか持たない車両に対しても本発明の並進
移動装置を容易に搭載することができるので好適である。また、本発明の並進移動装置を
搭載した車両で縦列駐車を行う場合、駐車スペースの真横で一旦停止し、そこから横方向
へ並進移動することで容易に駐車スペースに車両を収めることができる。このように、直
進方向に対して横方向へ並進移動が可能となることで、車両を所望の位置へ簡単に移動さ
せることができ、運転者の運転負担をより軽減できる。
【００１１】
　ところで、路面の摩擦が均一でない等の原因より各車輪の接地力のバランスが崩れるこ
とで、初期設定の転舵角及び回転トルクでは平行移動時に車両が目的の方向へ正しく移動
しない場合があると考えられる。そこで、並進移動時における実際の車両の移動方向をフ
ィードバックし、これに基づいて転舵角及び回転トルクの値を調節することで、車両が目
的の方向へ正しく並進移動できるように構成するとよい。
【００１２】
　具体的には、請求項２に記載のように、並進移動制御手段の制御による並進移動中の車
両の移動方向を検知する移動検知手段を更に備え、この移動検知手段により検知された移
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動方向に基づき、この移動方向を目的の方向へ修正するように前輪及び後輪の転舵角と回
転トルクとを調節するように構成するとよい。
【００１３】
　例えば、車両を直進方向に対して横方向へ垂直に並進移動させようとしたときに、実際
の移動方向が前後方向にずれている場合、前輪による前後方向の推進力と後輪による前後
方向の推進力の均衡が崩れていると考えられる。この場合、前輪による前後方向の推進力
と後輪による前後方向の推進力とが釣り合うように各車輪の転舵角及び回転トルクを調節
すればよい。また、並進移動しようとしているにも関わらず車体が回転してしまう場合、
前輪による横方向の推進力と後輪による横方向の推進力の均衡が崩れていると考えられる
。この場合、前輪による横方向の推進力と後輪による横方向の推進力とが釣り合うように
各車輪の転舵角及び回転トルクを調節すればよい。
【００１４】
　このように構成された車両の並進移動装置によれば、実際の移動方向をフィードバック
して操舵角及び回転トルクを調節することにより、目的の方向へ向けてより正確に並進移
動を行うことがきる。
【００１５】
　つぎに、請求項３に記載の車両の並進移動装置は、運転者の操作により並進移動をする
方向及び速度を指示するための操作手段を更に備え、この操作手段を介して指示された並
進移動の移動方向及び速度に応じて転舵角及び回転トルクを制御することで、操作手段を
介して指示された移動方向及び速度に沿った並進移動を行うことを特徴とする。
【００１６】
　なお、操作手段としては、例えばレバー操作によって方向入力が可能なジョイスティッ
ク等の入力装置を用いることが考えられる。ジョイスティックを操作手段に適用する場合
、操作レバーを倒す方向によって並進移動をする方向を指示し、操作レバーを倒す角度に
応じて速度を指示するように構成することが考えられる。
【００１７】
　さらに、請求項４に記載のように、車両の直進方向に対して走行面に沿って斜めに並進
移動させるための指示を入力可能に構成し、指示された斜めの移動方向に応じて転舵角及
び回転トルクを制御することで、この指示された斜めの移動方向に沿った並進移動を行う
ように構成してもよい。
【００１８】
　車両の直進方向に対して斜めに並進移動させるためには、直進方向に対して横方向へ垂
直に並進移動させる場合とは異なり、目的の方向に応じて前輪及び後輪の操舵角と回転ト
ルクとを調節することで前輪による前後方向の推進力と後輪による前後方向の推進力の何
れかを大きくすればよい。そうすることで、前後方向の相殺しなかった分の推進力と横方
向の推進力とが相まって、車両を直進方向に対して斜めに並進移動させることができる。
また、前輪及び後輪の操舵角と回転トルクとを調節して前後方向の推進力と横方向との推
進力との配分を変化させることで、移動方向を変化させることもできる。
【００１９】
　このように構成された車両の並進移動装置によれば、車両の直進方向に対して横方向へ
垂直に並進移動するだけでなく、運転者の意図に応じて斜め方向へも並進移動することが
できるため、車両を所望の位置へより簡単に移動させることができる。
【００２０】
　さらに、請求項５に記載のように、操作手段と並進移動制御手段とを互いに無線通信可
能に構成することで、無線通信を介して車両の外部から操作可能にしてもよい。
　このようにすることで、例えば縦列駐車を行うための操作を車両の外部から行うことが
できるようになる。車両の外部からであれば、車両の内部からでは見えない死角部分を視
認することが可能であり、自車両周辺の状況を具に確認することができるので、縦列駐車
を行うための操作に係る運転者の負担をより軽減できるので好適である。
【００２１】
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　ところで、並進移動が必要とされるのは、例えば縦列駐車を行うときのような通常の走
行とは異なる状況に限定される。よって、並進移動を行うモードと通常の走行を行うモー
ドとを区別しておき、必要に応じて切り替え可能に構成するとよい。具体的には、請求項
６に記載のように、運転者からの操作入力に基づき、通常の直進走行及び旋回走行を行う
通常走行モードと、並進移動制御手段の制御による並進移動を行う並進移動モードとを切
り替えるモード切替手段を更に備えるようにすればよい。
【００２２】
　つぎに、請求項７に記載の車両の並進移動装置は、車両周辺の障害物の位置を検知する
障害物検知手段を更に備え、並進移動中に障害物検知手段により検知された障害物と自車
両とが所定の位置関係になった場合、並進移動を停止することを特徴とする。
【００２３】
　このようにすることで、例えば、並進移動中に自車両と障害物とが接触の可能性がある
所定範囲内に接近した場合等に、自動的に車両を停止することができ、自車両と障害物と
の接触を未然に防ぐことができ、並進移動時の安全対策として好適である。
【００２４】
　また、請求項８に記載のように、車両周辺の障害物の位置を検知する障害物検知手段と
、運転者に対して情報を報知する報知手段とを更に備え、並進移動中に障害物検知手段に
より検知された障害物と自車両とが所定の位置関係になった場合、その旨を報知手段を介
して運転者に対して報知するように構成してもよい。
【００２５】
　このようにすることで、並進移動中に自車両と障害物とが接触の可能性がある所定範囲
内に接近した場合等に運転者に対して注意を喚起することができ、車両を自動停止する場
合と同様、並進移動時の安全対策として好適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
　［１．並進移動装置１の構成の説明］
　図１は、実施形態の並進移動装置１が適用された走行制御システムの概略構成を示すブ
ロック図である。なお、本実施形態では、並進移動装置１を搭載する車両として、左右前
輪１００ａ，ｂ及び左右後輪１００ｃ，ｄの各車輪のタイヤホイール内に搭載された、い
わゆるインホイールモータによって構成される回転アクチュエータ１４ａ，ｂ，ｃ，ｄに
より各車輪を独立に駆動して走行する車両を想定している。また、各車輪１００ａ，ｂ，
ｃ，ｄは、それぞれステアリング機構１１ａ，ｂ，ｃ，ｄに接続されており、これにより
各車輪１００ａ，ｂ，ｃ，ｄが独立して転舵可能に構成されている。このうち、前輪側の
ステアリング機構１１ａ，ｂのみがステアリングホイール２００とリンクしており、これ
により前輪１００ａ，ｂのみがステアリングホイール２００に対する操作入力に応じて転
舵する構造となっている。
【００２７】
　並進移動装置１は、ステアリング駆動装置１２ａ，ｂ，ｃ，ｄと、転舵角センサ１３ａ
，ｂ，ｃ，ｄと、回転アクチュエータ１４ａ，ｂ，ｃ，ｄと、回転トルクセンサ１５ａ，
ｂ，ｃ，ｄと、移動方向センサ１７と、周辺監視用センサ１８と、操作部１９と、リモコ
ン２０と、報知部２１と、制御部２２とを備える。
【００２８】
　ステアリング駆動装置１２ａ，ｂ，ｃ，ｄは、それぞれステアリング機構１１ａ，ｂ，
ｃ，ｄと連結している。このステアリング駆動装置１２ａ，ｂ，ｃ，ｄは、ステアリング
ホイール２００による操作入力とは別に、制御部２２からの転舵要求に応じて各ステアリ
ング機構１１ａ，ｂ，ｃ，ｄをそれぞれ駆動することで各車輪１００ａ，ｂ，ｃ，ｄを転
舵させる。転舵角１３センサａ，ｂ，ｃ，ｄは、各ステアリング機構１１ａ，ｂ，ｃ，ｄ
による車輪の転舵角に応じた電気信号を制御部２２へ出力する。回転アクチュエータ１４
ａ，ｂ，ｃ，ｄは、制御部２２からの回転要求に応じた回転トルクで各車輪１００ａ，ｂ
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，ｃ，ｄをそれぞれ回転駆動させる。回転トルクセンサ１５ａ，ｂ，ｃ，ｄは、各車輪１
００ａ，ｂ，ｃ，ｄの回転トルクの値、あるいは車輪の角速度に応じた電気信号を制御部
２２へ出力する。
【００２９】
　移動方向センサ１７は、車両の移動方向を検出し、検出結果を制御部２２へ入力するた
めのものである。この移動方向センサ１７としては、例えば、車両の移動中に路面へ光を
照射して路面からの反射光を受光し、これを画像処理することにより車両の移動量検出す
る光学式センサを用いることが考えられる。周辺監視用センサ１８は、車両周辺の障害物
の位置を検知し、検知結果を制御部２２へ入力するためのものである。この周辺監視用セ
ンサ１８としては、例えば、車載レーダ／ソナー、車載カメラ、レーザセンサ等を用いる
ことが考えられる。
【００３０】
　操作部１９は、レバー操作により方向入力が行えるジョイスティックやボタン等で構成
される入力装置であり、運転者から入力された操作指示を制御部２２へ入力する。この操
作部１９は、ジョイスティックを傾ける方向によって並進移動の方向を指示し、ジョイス
ティックを傾ける角度によって並進移動の速度を指示するものとなっている。また、操作
部１９は、リモコン２０からの赤外線や電波等を利用した無線通信により信号を受信する
ための受信部を備えており、リモコン２０を介して入力された運転者からの操作指示を受
信し、これを制御部２２へ入力する。リモコン２０は、運転者により携帯可能に構成され
た入力装置であり、レバー操作により方向入力が行えるキースイッチやボタン等により、
操作部１９と同様の操作を遠隔操作により車両の外部から行うためのものである。運転者
からリモコン２０に対して入力された操作指示は、赤外線や電波等を利用した無線通信に
より操作部１９を介して制御部２２へ入力される。なお、リモコン２０としては、専用の
機器を用いる構成であってもよいが、車両のドアロックの施解錠を無線によって行う、い
わゆるキーレスエントリーシステムに用いるリモコン端末を流用するような構成であって
もよい。さらに、操作部１９及びリモコン２０には、通常の直進走行及び旋回走行を行う
通常走行モードと、縦列駐車等を行う際に並進移動を行うための並進移動モードとを切り
替えるためのモード切替スイッチが設けられている。
【００３１】
　報知部２１は、制御部２２からの制御に基づき、危険状態である旨の情報を運転者に対
して報知するためのものである。具体的には、音声により情報を報知する音声出力や、情
報を表示するための表示装置等が挙げられる。あるいは、車両の方向指示器や前照灯、尾
灯等の灯火類の点滅により外部に危険状態である旨の情報を報知するようなものであって
もよい。
【００３２】
　制御部２２は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
ン等にからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、上述した各構成を
制御する。この制御部２２は、上述のモード切替スイッチにより並進移動モードが選択さ
れた場合、ＲＯＭや外部記憶装置（図示なし）等から読み込んだプログラムや各種データ
に従い、運転者からの指示に応じて車両を並進移動させる並進移動モードに関する処理を
実行する。
【００３３】
　並進移動モードにおいて、制御部２２は、操作部１９を介して受け付けた操作指示に応
じて、前輪１００ａ，ｂと後輪１００ｃ，ｄとを互いに逆相側に転舵角９０度未満の任意
の転舵角で転舵させ、かつ前輪１００ａ，ｂと後輪１００ｃ，ｄとを互いに逆相側に任意
の回転トルクで回転させることで、運転者により指示された方向へ車両を並進移動させる
。なお、この一連の処理（以下、「並進移動制御処理」と称する）に関する詳細な内容に
ついては後述する。
【００３４】
　以上、並進移動装置１の概略構成について説明したが、本実施形態の並進移動装置１の
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構成と特許請求の範囲に記載した構成との対応は次のとおりである。本実施形態における
並進移動装置１のステアリング駆動装置１２ａ，ｂ，ｃ，ｄが、特許請求の範囲における
転舵手段に相当する。また、回転アクチュエータ１４ａ，ｂ，ｃ，ｄが車輪駆動手段に相
当する。また、移動方向センサ１７が移動検知手段に相当する。また、周辺監視用センサ
１８が障害物検知手段に相当する。また、操作部１９及びリモコン２０が、操作手段及び
モード切替手段に相当する。また、制御部２２が並進移動制御手段に相当する。
【００３５】
　［２．「並進移動制御処理」の説明］
　以下、並進移動装置１の制御部２２が実行する「並進移動制御処理」の詳細な内容につ
いて、図２のフローチャート及び図３の説明図に基づいて説明する。
【００３６】
　図２は、制御部２２が実行する「並進移動制御処理」の手順を示すフローチャートであ
る。この処理は、操作部１９又はリモコン２０のモード切替スイッチにより、並進移動モ
ードが選択された際に開始される。
【００３７】
　制御部２２は、まず、操作部１９から移動方向及び速度の操作指示の入力があるか否か
を判定する（Ｓ１００）。ここで、移動方向及び速度の操作指示は、運転者によって操作
部１９のジョイスティックやリモコン２０の方向キーが操作されることによって入力され
る。操作部１９からの操作指示の入力があると判定した場合（Ｓ１００：ＹＥＳ）、この
入力された操作指示で示される移動方向及び速度に応じて、各ステアリング駆動装置１２
ａ，ｂ，ｃ，ｄに対する転舵角の指示値と、各回アクチュエータ１４ａ，ｂ，ｃ，ｄに対
する回転トルクの指示値とを算出する（Ｓ１０１）。
【００３８】
　例えば、車両を直進方向に対して左側へ垂直に並進移動させる場合、転舵角については
、左右前輪１００ａ，ｂを共に右側へ約１０度程度転舵、左右後輪１００ｃ，ｄを共に左
側へ約１０度転舵させるものとする。回転トルクについては、前輪１００ａ，ｂによる後
進方向への推進力と後輪１００ｃ，ｄによる前進方向への推進力とが丁度相殺し、かつ前
輪１００ａ，ｂによる左横方向への推進力と後輪１００ｃ，ｄによる左横方向への推進力
とがつり合うようにする。また、回転トルクの大小を調節することにより、並進移動の際
の速度を調節する。なお、ここで挙げる設定数値等は、あくまで一例であり、実際の転舵
角及び回転トルクの指示値は、各車両の転舵性能や車輪の接地力等の走行特性を考慮して
適宜調整されるべきものである。また、並進移動時の走行安定性を重視するならば、前輪
１００ａ，ｂと後輪１００ｃ，ｄとを、それぞれ構造上の最大転舵角まで転舵させてもよ
い。このとき、前輪１００ａ，ｂの転舵角と後輪１００ｃ，ｄの転舵角とは必ずしも同一
でなくともよく、前後で転舵角が異なっていても前後輪の回転トルクのバランスを調整す
ることにより並進移動が可能である。
【００３９】
　一方、車両の直進方向に対して斜めに並進移動させる場合は、目的の方向に応じて前輪
ａ，ｂによる前後方向の推進力と後輪ｃ，ｄによる前後方向の推進力の何れかを大きくす
ればよい。そうすることで、前後方向の相殺しなかった分の推進力と横方向の推進力とが
相まって、車両を直進方向に対して斜めに並進移動させることができる。
【００４０】
　なお、上述のような転舵角及び回転トルクの指示値は、指示された移動方向及び速度を
パラメータとする数式等により算出するような構成であってもよいし、移動方向及び速度
ごとに好適な設定値を予めＲＯＭ等に登録しておき、この登録されている設定値を参照す
ることで転舵角及び回転トルクの指示値を決定するような構成であってもよい。
【００４１】
　つぎに、Ｓ１０２では、各ステアリング駆動装置１２ａ，ｂ，ｃ，ｄに対して、先に算
出した転舵角の指示値に基づく転舵要求を出力し、各車輪１００ａ，ｂ，ｃ，ｄを転舵さ
せる。このとき、各ステアリング駆動装置１２ａ，ｂ，ｃ，ｄが作動中において、各転舵
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角センサ１３ａ，ｂ，ｃ，ｄから入力される転舵角の検出値が要求した転舵角に達した場
合、当該車輪に対する転舵要求を停止する。
【００４２】
　ここで、車両を直進方向に対して左側へ垂直に並進移動させる場合における、各車輪１
００ａ，ｂ，ｃ，ｄに対する転舵角の一例として、図３に示すように、左右前輪１００ａ
，ｂを共に右側へ約１０度程度転舵させ、左右後輪１００ｃ，ｄを共に左側へ約１０度転
舵させた例を挙げておく。
【００４３】
　図２のフローチャートの説明に戻る。つぎに、Ｓ１０３では、各回転アクチュエータ１
４ａ，ｂ，ｃ，ｄに対して、先に算出した回転トルクの指示値に基づく回転要求を出力し
、各車輪１００ａ，ｂ，ｃ，ｄを回転させる。このとき、各車輪の回転トルクを徐々に上
昇させ、各回転トルクセンサ１５ａ，ｂ，ｃ，ｄから入力される回転トルクの検出値が要
求した回転トルクに達した場合、当該車輪の回転トルクを維持する。
【００４４】
　図３に示す事例では、左右前輪１００ａ，ｂを共に右側へ、左右後輪１００ｃ，ｄを共
に左側へ転舵させた状態から、左右前輪１００ａ，ｂを共に後進方向へ回転させ、左右後
輪１００ｃ，ｄを共に前進方向へ回転させると、車両は直進方向に対して左側へ並進移動
を開始する。このとき、前輪１００ａ，ｂによる後進方向への推進力と後輪１００ｃ，ｄ
による前進方向への推進力とが丁度相殺し、かつ前輪１００ａ，ｂによる左横方向への推
進力と後輪１００ｃ，ｄによる左横方向への推進力とがつり合っていれば、車両は、直進
方向に対して左側へ垂直方向に並進移動する。
【００４５】
　図２のフローチャートの説明に戻る。Ｓ１０３で並進移動を開始した後、周辺監視用セ
ンサ１８から入力される周辺状況データに基づき、車両周辺が危険状態であるかどうかを
判定する（Ｓ１０４：周辺危険判定）。具体的には、例えば並進移動の進路上の所定距離
以内に障害物が存在し、この障害物と車両とが接触する可能性がある場合、この状態を危
険状態であると判定する。
【００４６】
　そして、Ｓ１０４の周辺危険判定の結果、車両周辺が危険状態であると判定した場合（
Ｓ１０５：ＹＥＳ）、危険状態であることを警告する旨の情報を、報知部２１を介して報
知する（１０６）。具体的には、音声や表示により障害物の存在を報知したり、リモコン
２０による外部からの操作時には、車両の灯火類の点滅により危険状態を報知するように
構成することが考えられる。つづいて、各回転アクチュエータ１４ａ，ｂ，ｃ，ｄの回転
を停止すると同時に各車輪１００ａ，ｂ，ｃ，ｄにブレーキをかけて車両を停止させ、各
車輪１００ａ，ｂ，ｃ，ｄの転舵角を０度へ戻す（Ｓ１１０）。
【００４７】
　一方、Ｓ１０５において、車両周辺が危険状態でないと判定した場合（Ｓ１０５：ＮＯ
）、移動方向センサ１７から入力される移動方向データに基づき、操作部１９から入力さ
れた操作指示で示される目的の方向に沿って車両が並進移動しているか否かを判定する（
Ｓ１０７）。ここで、車両が目的の方向に沿って移動していないと判定した場合（Ｓ１０
７：ＮＯ）、目的の方向と実際の移動方向とのずれをするための、転舵角及び回転トルク
の修正値を算出する（Ｓ１０８）。例えば、実際の移動方向が目的の方向に対して前後方
向にずれている場合、前輪１００ａ，ｂによる前後方向の推進力と後輪１００ｃ，ｄによ
る前後方向の推進力とが釣り合うように各車輪の転舵角及び回転トルクの修正値を算出す
る。また、車体が回転している場合、前輪１００ａ，ｂによる横方向の推進力と後輪１０
０ｃ，ｄによる横方向の推進力とが釣り合うように各車輪の転舵角及び回転トルクの修正
値を算出する。
【００４８】
　そして、Ｓ１０２，Ｓ１０３の処理へ戻り、Ｓ１０８で算出した転舵角及び回転トルク
の修正値に基づいてステアリング駆動装置１２ａ，ｂ，ｃ，ｄ及び回転アクチュエータ１
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４ａ，ｂ，ｃ，ｄを制御し、各車輪１００ａ，ｂ，ｃ，ｄの転舵角及び回転トルクを調整
する。
【００４９】
　一方、Ｓ１０７において、車両が目的の方向に沿って移動していると判定した場合（Ｓ
１０７：ＹＥＳ）、操作部１９からの操作指示の入力が継続しているかを判定する（Ｓ１
０９）。ここで、操作部１９からの操作指示の入力が継続していると判定した場合（Ｓ１
０９：ＹＥＳ）、Ｓ１０１の処理へ戻る。
【００５０】
　一方、操作部１９からの操作指示の入力がないと判定した場合（Ｓ１０９：ＮＯ）、す
なわち、操作部１９のジョイスティックやリモコン２０の方向キーが中立位置に戻された
場合、各回転アクチュエータ１４ａ，ｂ，ｃ，ｄの回転を停止すると同時に各車輪１００
ａ，ｂ，ｃ，ｄにブレーキをかけて車両を停止させ、各車輪１００ａ，ｂ，ｃ，ｄの転舵
角を０度へ戻す（Ｓ１１０）。
【００５１】
　［３．実施形態の並進移動装置１に適用可能なその他の工夫］
　並進移動時においては、車両が通常の走行とは大幅に異なる挙動を示すため、周辺の人
にとっては挙動を予測し難いと考えられる。そこで、外部に対して車両の移動方向を示す
ためのインジケータを備えるようにしてもよい。具体的には、直進方向に対して左側へ並
進移動する場合には左側の方向指示器を点灯し、右側へ並進移動する場合には右側の方向
指示器を点灯するようすることが考えられる。また、並進移動時の移動方向を表示するた
めの専用の表示装置を備えるようにしてもよいし、音声による通知を行うようにしてもよ
い。
【００５２】
　また、並進移動中に操作部１９及びリモコン２０のジョイスティックや方向キーを中立
に戻すことで、車両が停止する構成となっているが、運転者がフットブレーキを操作する
ことによっても停止するように構成してもよい。
【００５３】
　［４．効果］
　実施形態の並進移動装置１によれば、次のような効果を奏する。
　（１）運転者からの操作に応じて、車両の直進方向に対して横方向へ垂直あるいは斜め
に並進移動することができるため、車両を所望の位置へ簡単に移動させることができ、運
転者の運転負担をより軽減できる。また、車輪を９０度横向けに転舵できない通常の転舵
機構しか持たない車両であっても並進移動を実現できる。
【００５４】
　（２）並進移動時における実際の車両の移動方向をフィードバックし、これに基づいて
転舵角及び回転トルクの値を調節することで、車両が目的の方向へ向けてより正確に並進
移動をすることができる。
【００５５】
　（３）リモコン２０を介して車両の外部からの遠隔操作を可能にすることで、例えば縦
列駐車を行うための操作を車両の外部から行うことができるようになる。車両の外部から
であれば、車両の内部からでは見えない死角部分を視認することができるようになり、自
車両周辺の状況を具に確認できるので、縦列駐車を行うための操作に係る運転者の負担を
より軽減できるので好適である。
【００５６】
　（４）周辺監視用センサ１８により危険状態を検知した場合、危険状態であることを運
転者に報知し、自動的に車両を停止することで、自車両と障害物との接触を未然に防ぐこ
とができる。これは、並進移動時の安全対策として好適である。
【００５７】
　［５．別実施形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に何ら限定され
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るものではなく、様々な態様にて実施することが可能である。
【００５８】
　例えば、上記実施形態においては、インホイールモータによって左右前輪及び左右後輪
の各車輪が独立に駆動して走行する車両に対して本発明の並進移動装置を適用した事例を
挙げている。これに限らず、前輪と後輪とをそれぞれ独立に転舵・回転可能な機構を有す
るものであれば、様々な駆動形式の車両に対して本発明の並進移動装置を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本実施形態の並進移動装置１が適用された走行制御システムの概略構成を示すブ
ロック図である。
【図２】「並進移動制御処理」の手順を示すフローチャートである。
【図３】並進移動時の車両の挙動の一例を模式的に示す説明図である。
【符号の説明】
【００６０】
１００ａ，ｂ…前輪、１００ｃ，ｄ…後輪、１１ａ，ｂ，ｃ，ｄ…ステアリング機構、１
２ａ，ｂ，ｃ，ｄ…ステアリング駆動装置、１３ａ，ｂ，ｃ，ｄ…転舵角センサ、１４ａ
，ｂ，ｃ，ｄ…回転アクチュエータ、回転トルクセンサ１５ａ，ｂ，ｃ，ｄ、１７…移動
方向センサ、１８…周辺監視用センサ、１９…操作部、２０…リモコン、２１…報知部、
２２…制御部。

【図１】 【図２】
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